
貸　借　対　照　表
（令和６年３月31日現在）

（単位：円）
科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

　（ 資 産 の 部 ） 　（ 負 債 の 部 ）　
現 金 及 び 預 貯 金 41,422,721,659 保 険 契 約 準 備 金 73,310,817,327
現 金 628,579 支 払 備 金 43,165,938,027
預 貯 金 41,422,093,080 責 任 準 備 金 30,144,879,300
金 銭 の 信 託 17,292,595,260 そ の 他 負 債 5,415,909,426
有 価 証 券 36,551,041,424 外 国 再 保 険 借 1,604,934,130
国 債 398,951,655 未 払 金 217,304,548
地 方 債 1,627,336,023 未 払 法 人 税 2,545,928,510
社 債 10,636,241,190 仮 受 金 1,019,290,287
株 式 10,000,000 リ ー ス 債 務 28,451,951
外 国 証 券 18,339,788,690 賞 与 引 当 金 113,373,624
そ の 他 の 証 券 5,538,723,866 役員退職慰労引当金 91,300,000
有 形 固 定 資 産 141,618,168 　負債の部  合  計 78,931,400,377
建 物 69,206,773 　（純資産の部）　
リ ー ス 資 産 28,536,035 出 資 金 94,730,000
その他の有形固定資産 43,875,360 剰 余 金 22,867,543,833)
無 形 固 定 資 産 10,237,772 損失塡補準備金 (175,277,000)
ソ フ ト ウ ェ ア 6,339,635 そ の 他 剰 余 金 (22,692,266,833)
その他の無形固定資産 3,898,137 特 別 積 立 金 (15,830,000,000)
そ の 他 資 産 2,368,339,869 当期未処分剰余金 (6,862,266,833)
未 収 保 険 料 530,776,513 出 資 金 等 合 計 22,962,273,833
外 国 再 保 険 貸 1,225,419,310 株式等評価差額金 667,382,974
未 収 入 金 54,035,690 評価・換算差額等合計 667,382,974
未 収 収 益 156,631,300 　純資産の部  合  計 23,629,656,807
預 託 金 179,185,165
仮 払 金 144,307,061
そ の 他 の 資 産 77,984,830
繰 延 税 金 資 産 4,782,589,474
貸 倒 引 当 金 △8,086,442
資 産 の 部 合 計 102,561,057,184 負債及び純資産の部合計 102,561,057,184



(注記事項)
⑴　 有価証券の評価基準および評価方法は次のとおりであります。
①子会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。
② 満期保有目的の債券の評価は、移動平均法に基づく償却原価法（定額法）
によっております。

③ その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、期末日の市場価格等に基
づく時価法によっております。

　 なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定
は移動平均法に基づいております。

④ その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるもの
の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。

⑵　 運用目的の金銭の信託については、時価法によっております。
⑶　 有形固定資産の減価償却は、定率法によっております。平成28年4月1日以後
に取得した建物附属設備、構築物については定額法によっております。

⑷　 無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却について
は、当組合内における利用可能期間（原則５年）に基づく定額法によってお
ります。

⑸　外貨建資産等の本邦通貨への換算は、外貨建取引等会計処理基準に準拠して
行っております。

⑹　貸倒引当金は債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒実績率に基づいて計
上しております。

⑺　賞与引当金は従業員の賞与に充てるため、期末における支給見込額を基準に
計上しております。

⑻　退職給付引当金については、自己都合による期末要支給額から年金資産の公
正な評価額を控除した金額によっております。当事業年度末においては、前
払年金費用として77百万円をその他の資産に計上しております。

⑼　役員退職慰労引当金については、内規に基づき期末において発生していると
認められる金額を計上しております。

⑽　消費税等の会計処理は税込方式によっております。
⑾　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目で
あって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
は、次のとおりです。

１．繰延税金資産
①事業年度の計算書類に計上した金額
「貸借対照表注記 ⒁」に記載しております。
② 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報



[1]算出方法
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及
び金額によって見積っております。

[2]主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、そこで
の主要な仮定は、主に将来獲得する見込みの契約を含む保険契約から発
生する保険料等の収益及び、過去の支払実績から将来の支払を予測した
保険金等の支払額の見込みです。

[3]翌事業年度の計算書類に与える影響
各事象の将来における状況変化等により影響を受ける可能性があり、実
際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業
年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可
能性があります。

２．支払備金
保険契約に基づいて支払義務が発生した、または発生したと認められる保険
金のうち、まだ支払っていない金額を見積り、支払備金として積み立ててお
ります。
支払備金は、既発生既報告の支払備金（保険契約に基づいて支払義務が発生
した保険金等のうち、まだ支払っていない金額。以下、普通支払備金）と、
既発生未報告の支払備金（まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険
契約に規定する支払事由が既に発生したと認められる金額。以下、IBNR備金）
から構成されます。
①当事業年度の計算書類に計上した金額

支払備金 43,165,938,027

② 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
[1]算出方法
普通支払備金に関しては、支払義務が発生した保険契約に関して、期末
日時点で利用可能な情報に基づき、査定等の方法により将来の支払額を
見積り計上しています。
IBNR備金に関しては、支払義務が発生したと認められるが、未報告の
保険契約について、その最終損害額を主に統計的見積法（チェインラダー
法等）により算出し、積立所要額を見積っています。

[2]主要な仮定
普通支払備金は、保険契約の補償内容と損害査定の結果をもとに将来の
支払額を見積っています。



損害査定においては、過去の支払実績の傾向や、法改正や過去の裁判例
等を考慮し、将来の支払額を見積っています。
IBNR備金は、過去の保険金等の支払傾向、内的及び外的環境変化の予測、
並びにそれらを基にした見積り手法の選択等を主要な仮定としています。
[3]翌事業年度の計算書類に与える影響
各事象の将来における状況変化等により保険金の支払額や支払備金の計
上額が、当初の見積額から変動する可能性があります。

⑿　金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金融商品
の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
①金融商品の状況に関する事項
資金運用については、金融庁の認可を受けた事業方法書に基づき、安全性
を最優先として行っています。当組合が保有する金融商品は主として現金
及び預貯金、金銭の信託、有価証券であり、保有する有価証券は主に日本
国債、地方債、社債及び外国証券であり、有価証券には信用リスク、為替
リスク、流動性リスク及び市場リスクがあります。信用リスクについては、
外国証券も含めた社債の保有は原則としてA格以上のものに限定してお
り、更に格付けの動向次第では、当該事業会社の状況を調査・検討したう
えで必要であれば遅滞なく売却することとしています。外貨建て預金及び
債券には為替リスクが付随していますが、一方、負債の部にも同様に為替
変動の影響を受ける外貨建て支払備金が積まれていますので、外貨建て資
産と負債の保有割合を調節することにより、為替リスクの縮小を図ってい
ます。また、流動性リスクについては、保有する有価証券の大部が市場に
おいて即時売却可能なものであり、リスクは少ないものと考えています。
有価証券に対する市場リスクについては、高格付けの債券を中心とした運
用を行っており、また満期まで保有することを原則としていることから、
特に損益計算書面におけるリスクは小さいものと考えています。また、未
収保険料については、貸倒リスクがありますが、各契約部署にて常時未収
状況を把握して回収に努めており、更に本部担当部署が金額及び内容等の
リスク状況を全体的に取り纏めて管理しています。

②金融商品の時価等に関する事項
令和6年3月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に
ついては、次のとおりであります。



 （単位：百万円）　
貸借対照表
計上額 時価 差額

[1]金銭の信託 17,292 17,292 －
[2]有価証券
満期保有目的の債券 10,957 10,600 △357
その他有価証券 22,163 22,163 －

資産計 50,414 50,056 △357

（注１）
資　産
[1]金銭の信託
金銭の信託のうち、有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信
託の時価については、受託銀行により付された評価額によっておりま
す。

[2]有価証券
債券及び投資信託については、主に取引金融機関から提示された価格
によっております。

（注２）
非上場株式（貸借対照表計上額 3,429百万円）は、市場価格がなく、か
つ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるため「[2]有価証券　その他有価証券」
には含めておりません。

③金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要
性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発

な市場において形成される当該時価の算定の対象とな
る資産または負債に関する相場価格により算定した時
価

レベル２の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベ
ル１のインプット以外の時価の算定に係るインプット
を用いて算定した時価

レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して
算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合に
は、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定にお



ける優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
　なお、市場価格のない株式等、及び、「時価の算定に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）第24-9項の取
扱いを適用した投資信託は、次表には含めていません（（注2）及び（注3）
参照））。

[1] 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産
 (単位：百万円)

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託
　（売買目的有価証券） ― 17,293 ― 17,293
有価証券
　（その他有価証券）
 国債・地方債 ― 110 ― 110
 社債 ― 5,961 ― 5,961
 外国証券 ― 10,554 ― 10,554
 その他証券 2,453 921 ― 3,374
資産計 2,453 34,839 ― 37,292

※ 時価算定適用指針第24-９項に従い、基準価額を時価とみなす取扱いを
適用した投資信託 は上表には含めていません。第24-９項の取扱いを適
用した投資信託の貸借対照表計上額は2,165百万円です。

[2] 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産
　現金及び預貯金は、主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似することから、記載を省略しています。

  (単位：百万円)

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
　（満期保有目的の債券）
 国債・地方債 ― 1,916 ― 1,916
 社債 ― 4,675 ― 4,675
 外国証券 ― 4,367 ― 4,367
資産計 ― 10,958 ― 10,958



（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
　信託財産を構成している有価証券の時価は、「有価証券」と同様の
方法により評価・分類しています。
有価証券
　活発な市場における相場価格を使用できるものはレベル1の時価に
分類しています。公表された相場価格を使用していたとしても市場が
活発でない場合にはレベル2の時価に分類しています。
　相場価格が入手できない場合には、割引現在価値法等の評価価格を
時価としています。評価にあたっては、イールドカーブ、クレジット
スプレッド等のインプットを使用しています。
　観察できないインプットを使用していないまたはその影響が重要で
ない場合はレベル2の時価に分類しています。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
　市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は3,429百万円です。市
場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等
の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31
日）第5項に基づき、時価開示の対象としていません。

（注3）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第31号　2021年6月17日）第24-9項の取扱いを適用した投資信託に関
する情報

  (単位：百万円)

区分 期首
残高

当期の損益又
は株式等評価
差額金

購入、
売却、
及び償
還の純
額

投資信
託の基
準価額
を時価
とみな
すこと
とした
額

投資信
託の基
準価額
を時価
とみな
さない
ことと
した額

期末
残高

当期の損
益に計上
した額の
うち貸借
対照表に
おいて保
有する投
資信託の
評価損益

損益に
計上

株式等
評価差
額金に
計上

投資信託
財産が不
動産であ
る投資信
託（第24-9
項）

1,690 ― 20 455 ― ― 2,165 ―

⒀　有形固定資産の減価償却累計額は112百万円、圧縮記帳額は０百万円であり



ます。
⒁　繰延税金資産の総額は5,172百万円、繰延税金負債は375百万円であります。
また、繰延税金資産から評価性引当金として控除した額は14百万円でありま
す。
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、責任準備金2,675百万円、支払
備金2,152百万円、事業税134百万円、地方法人特別税44百万円であります。
繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、その他有価証券に係る評価差益
353百万円であります。

⒂　貸借対照表に計上した有形固定資産のほか、リース契約により使用している
重要な有形固定資産として情報システム基盤があります。

⒃　子会社等の株式又は出資金の総額は11百万円であります。
⒄　① 船主相互保険組合法施行規則第53条2項において準用する同規則第51条に

規定する再保険を付した部分に相当する支払備金の額は36,456百万円であ
ります。

② 船主相互保険組合法施行規則第51条に規定する再保険を付した部分に相当
する責任準備金の金額はありません。

③ 船主相互保険組合法施行規則第28条に規定する剰余金の分配における控除
すべき金額はありません。

⒅　責任準備金の内訳は、普通責任準備金18,400百万円、異常危険準備金11,744
百万円であります。

⒆　金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

（税効果会計に関する注記）
　当事業年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
差異については次のとおりであります。

　法定実効税率 27.92％
(調整)
　交際費等の損金不算入額 0.04％
　評価性引当金の変動額 △0.11%
　税額控除 △0.20%
　住民税均等割等 0.01％
　税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 △1.10%
　その他 △0.01％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.55％

（関連当事者との取引に関する注記）



　子会社等との取引による収益総額は56百万円、費用総額は69百万円であります。

（当期純損益金額）
　当期純剰余の額は6,861百万円であります。


